
（変更） 

（様式５） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

審査基準（申請に対する処分関係） 

 

資料番号 １ 担当課 都市整備課 

法令名 都市公園法 根拠条項 ５－２ 
許認可等

の内容 

公園管理者以外の者の公園施

設の設置等の許可 

 

○都市公園法 

 

（公園管理者以外の者の公園施設の設置等） 

第５条 第２条の３の規定により都市公園を管理する者（以下「公園管理者」という。）以外の者

は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例（国の設置に

係る都市公園にあつては、国土交通省令）で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出

してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様と

する。 

２ 公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合

に限り、前項の許可をすることができる。 

一 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの 

二 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資する

と認められるもの 

 

（参考） 

（都市公園の管理） 

第２条の３ 都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団

体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	tosiseibi5-1.docx

